
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第８０号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２６年９月１２日（金） １２時５５分ごろ 

発生場所 福島県北塩原村月島北方沖（桧
ひ

原
ばら

湖西部） 

北塩原村所在の小高森三等三角点から真方位２６７°１,２００ｍ

付近 

（概位 北緯３７°４１.０′ 東経１４０°０３.１′） 

事故等調査の経過 平成２６年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート BACSS
バ ッ ク ス

.サべ. Ⅲ
スリー

号、５トン未満（長さ３.０６

ｍ） 

 ２３２－２８３８９福島、有限会社バックス 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機、魚群探知機等が濡損 

 事故等の経過 本船は、桧原湖において、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗

せ、月島北方沖で船首を北方に向けて漂泊し、船長が船首部に、同乗

者が船尾部にそれぞれ立ち、共に左舷側を向いてバス釣りをしていた

ところ、左舷方から強風及び波を受け、船長及び同乗者が体勢を崩し

て右舷側に寄り、平成２６年９月１２日１２時５５分ごろ右舷側に傾

斜して転覆した。 

船長及び同乗者は、転覆と同時に落水し、転覆した本船の船底につ

かまり、船長が持っていたスマートフォンで１１０番通報し、来援し

た船舶所有者の船に救助され、本船は、船舶所有者の船にえい
．．

航さ

れ、桧原湖東部の係留地に着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 西 

 その他の事項 船長は、船外機を備えた軽合金製の本船をレンタル業者である船舶

所有者から借りて使用していた。 

船長は、１４～１５歳からバス釣りを行うようになり、桧原湖での

釣りは、本事故時が初めてであった。 

船長は、本事故当日の出発直前に桧原湖付近の気象予報を入手して

いた。 

船長及び同乗者は、出発時から救命胴衣を着用していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、桧原湖の月島北方沖で釣りをして漂泊中、左舷方から風波

を受けた際、立っていた船長及び同乗者が体勢を崩して右舷側に寄っ

たことから、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、桧原湖の月島北方沖で釣りをして漂泊中、左舷

方から風波を受けた際、立っていた船長及び同乗者が体勢を崩して右

舷側に寄ったため、右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶は、風波の影響を受けやすいので、横波を受けないよう

に注意し、また、乗船者は、重心が高くなったり、体勢を崩した

りしないよう、できる限り低い姿勢を心掛けること。 

 


